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は じ め に 
 
 今日，社会は少子高齢化という人口構造の急激な変化のもと，高度情報化，

社会の階層化等が進行しており，青少年を取り巻く環境が大きく変化しており

ます。 
 このような状況のなか，ボランティアなどの社会貢献に取り組む青少年が増

える一方，非行や不登校，ニートなど様々な問題が深刻化しており，若者の社

会的な自立の遅れがクローズアップされております。 
 このたび，平成１１年１２月に策定した「宇都宮市青少年健全育成指針」を，

国の「青少年育成施策大綱」や，青少年を取り巻く社会状況の変化などを考慮

して見直しをいたしました。 
 基本的な考え方として， “青少年自身が自ら社会的な自立をめざして努力す
ること”，“大人はそのように努力している青少年を支援すること”を明確にす

るとともに，自立するまでの一貫した育成が必要なことから，青少年の範囲を

３０歳未満といたしました。 
 青少年の健全な育成には，家庭，学校，地域，企業，行政などすべてがそれ

ぞれの役割と責任を果たしつつ，お互いに連携して活動することが重要であり，

また，大人自身が青少年の模範となることが求められております。 
 市民の皆様には，この指針をもとに，お互いに連携しつつ，それぞれの立場

から積極的に活動していただき， “思いやりの心と夢をもったたくましく生き
る人間力豊かな青少年”の育成に努めていきたいと考えております。 
 結びに，この指針の策定にあたりまして，多くの皆様からご意見・ご協力を

いただきました。心から感謝申し上げます。 
 
 
平成１７年１２月 
 
 
 

宇都宮市青少年問題協議会  会 長  佐 藤  栄 一 
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第４章 基本方向 

  １ 青少年（自分探しの青少年活動） 

   （１） 人とのふれあいを大切にする 
   （２） 個性を磨く 
   （３） 自立する 
  

  ２ 大人（青少年を守り育てる環境） 

（１） ふれあいのある家庭づくり 
（２） 豊かな心を育てる学校づくり 
（３） みんなで育成する地域づくり 
（４） 青少年の育成に配慮した職場づくり 
（５） 青少年を育成するまちづくり 
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